
質 疑 回 答 書（その１） 

入札参加者 様 

 

（入札名称） 令和４年度滋賀県立大学学舎等電気調達業務 

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課 

TEL：０７４９－２８－８２０８ 

 

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。 

番号 内 容 質疑事項 回 答 

１ 仕様書関係 

契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引

き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事

予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。 

令和４年度中に共通講義棟（Ａ棟）一部の空調設備改修工

事を実施予定ですが、年度途中での契約の変更は予定して

いません。 

２ 契約関係 
一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議に応じて

頂けますか。 

電気需給契約書（案）第 24 条第１項の「予期することの

できない経済情勢の変動」にあたる場合は協議の対象とし

ます。 

３ 契約関係 

供給開始時に契約電力の変更を行なう施設がある場合、現在の

契約電力を教えてください。 

※協議制の施設においての変更、協議制⇒実量制への変更、実

量制⇒協議制への変更 

また、契約電力を減少する場合は、直近１年間の 大需要電力

が変更後の契約電力を上回っていると変更できかねてしまいま

すが宜しいでしょうか。 

減少変更する場合、直近１年間の実績をいただけますでしょう

か。 

令和４年度より学舎の契約電力を入札説明書等に記載の

数量に増量を予定しています（現在２３５０ｋＷ）。 

協議制から実量制へ変更および実量制から協議制へ変更

を予定している施設はありません。 



 

４ 契約関係 
検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただい

ております。その旨ご了承頂けますか。 

了承しますが、電気需給仕様書「３その他」に記載のとお

り、WEB または電子データでも常時提供する体制が整って

いることが必要です。 

５ 契約関係 

（権利義務の譲渡等の禁止）条文を以下に変更または追加いた

だくことは可能でしょうか。 

『ただし、甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会又

は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第

１条の４に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合

はこの限りではない。』 

電気需給契約書（案）第６条のとおりとします。 

６ 契約関係 
契約書の提出および契約締結期限は土日、祝日を除く日数でし

ょうか。期限について協議可能でしょうか。 

契約の締結は、契約の相手方を決定した日から７日以内

（土曜日・日曜日および祝日を含む）です。 

ただし、契約責任者が特別の理由があると認めた場合は、

その期限を 30 日の範囲内で延長することができます。 

７ 契約関係 

契約保証金免除方法について 

①「公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程第 40 条(３）

には「第２条の規定による資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が契約をりこうしないこととあるおそれが

ないとき」とあり、第 10 条(２)の入札保証金の納付の免除の条

件とも酷似しておりますが、入札保証金が免除になった場合は、

契約保証金も免除となりますか。 

②入札保証金が免除になったが、契約保証金が免除にならない

場合は、具体的にはどのような理由によるものでしょうか。 

③落札時に提出物がございますか。 

 (落札前で恐縮ですが、参加判断材料にもなりますので、入札

前に具体的にご教示いただけますと幸いです。） 

電気供給にかかる契約は、契約事務取扱規程第 40 条第７

号の規定にあたるため、入札保証金の納付の有無にかかわ

らず、契約保証金は免除となります。 

電気需給仕様書および電気需給契約書（案）のとおり契約

を締結する場合は、落札決定時に提出いただくものはあり

ません。 


